
聖

籠

町

循

環

バ

ス

の

設

置

及

び

管

理

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

こ

こ

に

公

布

す

る

。

 

平

成

二

十

四

年

三

月

十

九

日

 

聖

籠

町

長

 

聖

籠

町

規

則

第

六

号

 

聖

籠

町

循

環

バ

ス

の

設

置

及

び

管

理

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

聖

籠

町

循

環

バ

ス

の

設

置

及

び

管

理

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

平

成

十

四

年

聖

籠

町

規

則

第

三

十

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 
 

 
 

 

第

八

条

第

一

項

第

二

号

及

び

第

三

号

中

「

介

護

」

を

「

介

助

」

に

改

め

、

同

項

第

五

号

を

第

七

号

と

し

、

第

四

号

を

第

五

号

と

し

、

同

号

の

次

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。

 

六

 

藤

寄

、

旭

ヶ

丘

及

び

大

夫

興

野

地

区

に

住

所

を

有

し

、

蓮

野

 

小

学

校

に

通

学

す

る

一

年

生

及

び

二

年

生

 

第

八

条

第

一

項

第

三

号

の

次

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。
 

四

 

精

神

障

害

者

保

健

福

祉

手

帳

の

交

付

を

受

け

て

い

る

者

及

び

外

出

時

に

常

時

介

助

を

す

る

そ

の

介

助

者

 

第

八

条

第

四

項

中

「

第

二

号

及

び

第

三

号

」

を

「

第

二

号

か

ら

第

四

号

ま

で

」

に

、
「

介

護

」

を

「

介

助

」

に

、
「

同

項

第

四

号

」

を

「

同

項

第

五

号

」

に

改

め

、

同

項

を

第

五

項

と

し

、

同

項

の

次

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

 

６

 

第

三

項

に

規

定

す

る

エ

コ

ミ

ニ

フ

リ

ー

パ

ス

又

は

エ

コ

ミ

ニ

フ

リ

ー

パ

ス

（

通

学

用

）

の

交

付

を

受

け

た

者

で

、

免

除

要

件

を

欠

い

た

者

は

エ

コ

ミ

ニ

フ

リ

ー

パ

ス

又

は

エ

コ

ミ

ニ

フ

リ

ー

パ

ス

（

通

学

用

）

を

返

還

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

第

八

条

第

三

項

中

「

と

と

も

に

、
」

を

「

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

第

一

項

第

一

号

か

ら

第

四

号

ま

で

及

び

同

項

第

七

号

に

係

る

」

に

改

め

、
「

(

別

記

第

三

号

様

式

)

を

」

の

次

に

「

、

同

項

第

六

号

に

係

る



免

除

決

定

者

に

対

し

て

は

エ

コ

ミ

ニ

フ

リ

ー

パ

ス

（

通

学

用

）
（

別

記

第

四

号

様

式

）
」

を

加

え

、

同

項

を

第

四

項

と

し

、

同

条

第

一

項

の

次

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

 

２

 

前

項

に

規

定

す

る

者

の

う

ち

、

第

一

号

か

ら

第

五

号

ま

で

及

び

第

七

号

に

規

定

す

る

者

に

対

し

て

は

利

用

料

の

全

額

を

、

第

六

号

に

規

定

す

る

者

に

対

し

て

は

利

用

料

の

半

額

を

免

除

す

る

。

 

第

九

条

第

二

項

中

「

別

記

第

四

号

様

式

」

を

「

別

記

第

五

号

様

 

式

」

に

改

め

る

。

 

第

十

二

条

中

「

別

記

第

五

号

様

式

」

を

「

別

記

第

六

号

様

式

」

に

 

改

め

る

。

 

                   



別

記

第

一

号

様

式

を

次

の

と

お

り

改

め

る

。

 

      

 

                

別

記

第

五

号

様

式

を

別

記

第

六

号

様

式

に

、

別

記

第

四

号

様

式

を

別

記

第

五

号

様

式

と

し

、

別

記

第

三

号

様

式

の

次

に

次

の

一

様

式

を

加

え

る

。

 

 

 



 

  
 

 

附

 

則

 

 

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 


